
2020年目標

自動車排出ガス対策の推進

エコカーの普及促進

流入車対策の推進

NOｘ・PM法に基づく事業者指導

排出ガスの少ない自動車利用の推進

交通流対策の推進

貨物車輸送の効率化の推進

自動車に過度に依存しないまちづくりの推進

工場等の固定発生源対策の推進

NOｘ等ばい煙対策

・法、条例規制等による排出量の削減

ＶＯＣ対策

・法、条例規制等による排出量の削減

・自主的取組の促進による排出抑制

PM2.5・光化学オキシダント対策の推進

PM2.5の現状把握、対策の検討

広域移流の実態把握、監視の推進

アスベスト対策の推進

飛散防止対策の推進

2020年目標

水質汚濁負荷量の削減

総量削減計画/総量規制

 

大気環境をさらに改善する。

・ 人と水がふれあえ、水道水源となりうる水質を
　目指し、水環境をさらに改善する。
・多様な生物が棲む、豊かな大阪湾にする。

2011 2015 2020

健康で安心して暮らせる社会の構築に向けた工程表（大気）

光化学スモッグ発生時における排出削減要請

化学物質管理制度を活用した事業者による自主的取組の促進

大規模排出事業所に対する排出基準の遵守指導

発生源対策等の実施

　
工
　
　
程
　
　
表

排出事業者に対する排出抑制指導・規制（新たな知見に基づく項目・規制値の見直しを含む）

建築物の解体工事に伴うアスベストの飛散防止の指導

事業者による自主的な負荷削減への取組みの促進

環境モニタリングの実施

効果的な対策の検討

基礎的情報
の収集

光化学スモッグ前日予報制度の導入
導入手法
の検討

広域移流の監視

光化学オキシダント、ＰＭ2.5等への
影響の実態調査

環境モニタリング体制の整備、発生機構の把握

基準非適合車に対する流入規制

自動車管理計画書等による指導

グリーン配送の推進

渋滞の解消（環状道路等の整備、鉄道・道路の立体交差化の推進　等）

公共交通の利用促進（公共交通ネットワークの充実と利便性の向上、モビリティマネジメントの実施）

エコドライブの普及促進

コミュニティーサイクル・カーシェアリング等の普及促進

走行規制など貨物車の走行を誘導する施策の推進・幹線道路ネットワークの構築

EVタクシー導入支援事業

エコカー普及等の
官民協働体制の確立

協働普及ネットワークの拡大
エコカー普及に向けた社会の形成

EV充電設備等
インフラの整備促進

健康で安心して暮らせる社会の構築に向けた工程表（水環境）

第７次計画に基づく総量削減

2011 2015 2020

第６次計画に
基づく総量規制

第７次計画策定

民間ベースによる拡充
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水質汚濁負荷量の削減

工場等固定発生源対策

生活排水対策の促進

    下水道の整備促進

　　合併浄化槽の整備促進

大阪湾の環境改善

藻場、干潟の再生

砂浜の再生

底質の改善

窪地対策

水循環の保全・再生

森林整備

農空間の保全・活用

下水処理水の有効利用

雨水利用

地下水利用

2020年目標

環境リスクの高い化学物質の排出削減

環境リスクの高い化学物質の排出量等の把握

大気排出量削減の推進

 

有害性の高い化学物質の排出抑制

環境汚染の未然防止

リスクコミュニケーションの推進

事業者への働きかけ

 

NPO・市民団体等との連携

情報の整理・場の提供・対話の推進

残留性有機汚染物質や汚染土壌等の適正管理・処理

PCB廃棄物

ダイオキシン類対策

汚染土壌等の適正な管理・処理

環境リスクの高い化学物質の排出量を
2010年度より削減する

　
工
　
　
程
　
　
表

都市部での保水能力の向上、地下水の利用（適切な地下水位を維持）

下水処理水の河川浄化用水、修景用水、散水への有効利用

下水道高度処理の推進、合流式下水道の改善

 　　官民連携モデルを他地域に展開

法・条例による排出基準の遵守指導・規制(新たな知見に基づく項目・規制値の見直しを含む）

事業者による自主的な負荷削減への取組みの促進

生活排水対策事業（下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水施設等の普及）の促進

下水道整備とのベストミックスによる整備促進、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進

藻場・干潟の造成等

海底耕耘の実施等

府民の親水性を高め、水環境を改善

マーブルビーチでの覆砂実証実験

保安林の指定拡大、保水機能の高い森林の育成

農地、ため池・農業用水路等の保全と活用の推進

窪地の埋め戻し　順次実施窪地埋め戻しの
モニタリング

モデル地域
での官民連携
による雨水利用

健康で安心して暮らせる社会の構築に向けた工程表（化学物質）

　
工
　
　
程
　
　
表

毎年度、ＰＲＴＲ制度、大阪府化学物質管理制度の運用により排出量等を把握

大規模事業所に対する重点指導

土壌汚染・地下水汚染の未然防止のため、化学物質の適正管理を助言・指導

働きかけを行った事業者とのリスクコミュニケーションの実施

中・小規模事業所に対する指導

2011 2015 2020

情報の整理・提供

場の提供・対話の推進

PCB廃棄物の適正処理
（法に基づき、2016年7月までに全てのPCB廃棄物の処理）

焼却施設設置者によるダイオキシン類測定及び適正管理の徹底

汚染者負担の原則を踏まえつつ、関係法令による適正な処理等を促進

特定第一種指定化学物質の取扱事業所に対する指導

大規模事業者に対する働きかけ
約50社

小規模事業者に対する働きかけ
約400社

化学物質対策セミナー
（事業者向け）の実施

化学物質対策セミナー
（NPO・市民団体等向け）の実施

レスポンシブルケア協議会主催の会議において事例紹介

中規模事業者に対する働きかけ
約200社

2011 2015 2020
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